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≪建物概要≫

≪設計概要≫
中間領域としての吹抜
敷地は広島市内西部に位置する住宅地。敷地の西側は道路を挟んで河川が通り、北側を見ると少しながら
混沌とした街並みの先に美しい山並みが広がります。この豊かな環境を取り込んだ暮らしを実現したい一方
で、川沿いの道路および近隣に通る国道からの騒音やプライバシーの確保を考慮する必要がありました。周
囲を見るとカーテンを閉めて生活している建物が多いため、この場所の豊かさを享受できていないと思えま
す。周囲の環境とどのようにつながり、共存するべきか、その境界のあり方について考えながら計画を進め
ました。
川沿いの西側道路は敷地よりも1mほど高いため、生活の主体を1階として開口を設けたときに道路からの
視線ばかりが気になり、遠景の山並みも見ることもできません。そこで、玄関→ダイニングキッチン→リビ
ングの順に床を緩やかに分節しながら上げていき、２階に設けたセカンドリビングへと連続させました。1
階は周辺環境から守られた空間として開口を絞り、吹抜けを介して空へと開きます。２階は吹抜けを介して
周辺環境に開いた空間となり、また吹抜けは外部との中間領域（フィルター）としての役割を果たし、セカ
ンドリビング、寝室、子供室といった空間と風景は、フィルターを通して緩やかに繋がります。西側外壁は
扇状に折れ曲がることで、川の流れから山並みまで広がる風景をパノラマ状に取り込むことができ、その屈
折点に設けた壁柱が水平剛性を負担し、木造でありながら大開口を実現しています。
外部環境との中間領域を庭や軒下といった外部空間に設定するのではなく、吹抜けという大きな内部空間
に設定することで、街と、風景との適度で柔らかな繋がりをつくり出せたのではと考えています。
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日事連発第２０号 
平成３０年４月２６日 

単 位 会 会 長  殿 
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 

                        会 長  佐 野  吉 彦 
 

一級建築士の処分について（周知依頼） 
 

平素より本会の事業運営にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
今般、国土交通省により一級建築士の処分が下記のとおり公表されました。 

 
１．一級建築士の処分の公表について（平成 30年 4月 3日公表） 
   http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000721.html 
 
２．一級建築士の処分の公表について（平成 29年 12月 21日公表） 
   http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000698.html 
 
 
今回の処分の原因となった事由としては、 
１．多数の木造戸建住宅において、建築基準法施行令の規定に反して壁量が不足した耐

震性に劣る設計を行ったこと（違反設計）。 
 

２．多数の木造戸建住宅において、平成 12年の告示で定められた適正な仕口金物を選
定せず耐震性に劣る設計を行ったこと（違反設計）。 

 
が主なものとなっております。 

 
ほぼ同様の内容の違反設計で多数の建築士が免許取消や数ヶ月に及ぶ業務停止処分を受

けております。 
建築士として設計図書への押印を行うことにつきましては、独占業務行う者としての責

任が伴うものであることを鑑み、日常業務において十分にご留意いただきますよう会員事

務所にご周知くださいますようお願いいたします。 
 

以上 
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事 務 連 絡

平成 年 月 日

国土交通省住宅局建築指導課 御中

消 防 庁 予 防 課

スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドラインの周知について

平成 年東北地方太平洋沖地震や平成 年熊本地震等の過去に発生した大規模地震に

おいて、地震の揺れにより消防用設備等の被害が報告されていることを踏まえ、消防庁では、

これらの地震時における被害事例を調査するとともに、大規模地震に対応した消防用設備等

のあり方について検討を行ってきたところです。

このたび、当該検討の結果等を踏まえ、スプリンクラー設備及びパッケージ型自動消火設

備Ⅰ型（以下「スプリンクラー設備等」という。）を対象に、別添のとおり「スプリンクラ

ー設備等の耐震措置に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を作成しまし

た。

ガイドラインは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 12 条第 1 項第 9 号に

規定する措置として望ましいものの一例を示したものですが、防火対象物の新築時又は大規

模改修時において、このガイドラインに基づく措置ができる限り講じられることが望ましい

と考えていることから、ガイドラインの普及啓発、ガイドラインに基づく措置を講じる場合

の建築物の設計段階における明示等が必要と考えております。 
つきましては、貴省を通じて建築物の設計者団体に対して、この旨周知していただきます

ようお願いします。 
 
 

消防庁予防課設備係
担当：四維、馬場
電話：

：

別添
別添 

 
事 務 連 絡

平成３０年５月１１日

建築設計関係団体の長 様

国 土 交 通 省 住 宅 局 建 築 指 導 課

課長補佐（動力・設備担当）

スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドラインの策定について

平素から建築行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、消防庁において、平成 年東北地方太平洋沖地震や平成 年熊本地震等の過

去に発生した大規模地震における被害事例を調査されるとともに、大規模地震に対応した消

防用設備等のあり方について検討が行われ、当該検討の結果等を踏まえ、スプリンクラー設

備及びパッケージ型自動消火設備Ⅰ型（以下「スプリンクラー設備等」という。）を対象に、

別添のとおり「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン」（以下「ガイドラ

イン」という。）を作成した旨、連絡がありました。

ガイドラインは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 12 条第 1 項第 9 号に

規定する措置の一例として示されており、防火対象物の新築時又は大規模改修時において、

このガイドラインに基づく措置をできる限り講じることが望ましいと考えられます。 
つきましては、スプリンクラー設備等に耐震措置を講じる場合は、ガイドラインに基づく

措置が講じられるよう、貴会員に対して、この旨周知方お願いします。 

国土交通省住宅局建築指導課
担当：片山
電話： （内線 ）

：

AAA広島 2018.64



 
 

事 務 連 絡

平成 年 月 日

国土交通省住宅局建築指導課 御中

消 防 庁 予 防 課

スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドラインの周知について

平成 年東北地方太平洋沖地震や平成 年熊本地震等の過去に発生した大規模地震に

おいて、地震の揺れにより消防用設備等の被害が報告されていることを踏まえ、消防庁では、

これらの地震時における被害事例を調査するとともに、大規模地震に対応した消防用設備等

のあり方について検討を行ってきたところです。

このたび、当該検討の結果等を踏まえ、スプリンクラー設備及びパッケージ型自動消火設

備Ⅰ型（以下「スプリンクラー設備等」という。）を対象に、別添のとおり「スプリンクラ

ー設備等の耐震措置に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を作成しまし

た。

ガイドラインは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 12 条第 1 項第 9 号に

規定する措置として望ましいものの一例を示したものですが、防火対象物の新築時又は大規

模改修時において、このガイドラインに基づく措置ができる限り講じられることが望ましい

と考えていることから、ガイドラインの普及啓発、ガイドラインに基づく措置を講じる場合

の建築物の設計段階における明示等が必要と考えております。 
つきましては、貴省を通じて建築物の設計者団体に対して、この旨周知していただきます

ようお願いします。 
 
 

消防庁予防課設備係
担当：四維、馬場
電話：

：

別添
別添 

 
事 務 連 絡

平成３０年５月１１日

建築設計関係団体の長 様

国 土 交 通 省 住 宅 局 建 築 指 導 課

課長補佐（動力・設備担当）

スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドラインの策定について

平素から建築行政に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、消防庁において、平成 年東北地方太平洋沖地震や平成 年熊本地震等の過

去に発生した大規模地震における被害事例を調査されるとともに、大規模地震に対応した消

防用設備等のあり方について検討が行われ、当該検討の結果等を踏まえ、スプリンクラー設

備及びパッケージ型自動消火設備Ⅰ型（以下「スプリンクラー設備等」という。）を対象に、

別添のとおり「スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン」（以下「ガイドラ

イン」という。）を作成した旨、連絡がありました。

ガイドラインは、消防法施行規則（昭和 36 年自治省令第 6 号）第 12 条第 1 項第 9 号に

規定する措置の一例として示されており、防火対象物の新築時又は大規模改修時において、

このガイドラインに基づく措置をできる限り講じることが望ましいと考えられます。 
つきましては、スプリンクラー設備等に耐震措置を講じる場合は、ガイドラインに基づく

措置が講じられるよう、貴会員に対して、この旨周知方お願いします。 

国土交通省住宅局建築指導課
担当：片山
電話： （内線 ）

：
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４ 用語の定義

本ガイドラインで扱う用語の定義は次のとおりとする。

⑴ 立上り配管

立上り配管とは、スプリンクラー設備の配管又はパッケージ型自動消火設

備Ⅰ型の放出導管のうち、垂直に敷設するものをいう。

⑵ 横引き配管

横引き配管とは、スプリンクラー設備の配管又はパッケージ型自動消火設

備Ⅰ型の放出導管のうち、水平に敷設するものをいう。

⑶ 枝配管

枝配管とは、横引き配管のうち、巻き出し管に直接接続するものをいう。

⑷ 巻き出し管

巻き出し管とは、スプリンクラー設備の配管のうち、スプリンクラーヘッ

ドに直接接続するもの又はパッケージ型自動消火設備Ⅰ型の放出導管のう

ち、放出口に直接接続するものをいう。

⑸ 感熱部

感熱部とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドにおけるヒュージブルリンク又

はグラスバルブの感熱体等によって構成され、火災による熱を感知する部分

をいう。

⑹ 耐震支持

耐震支持とは、地震時にスプリンクラー設備の配管及びパッケージ型自動

消火設備Ⅰ型の放出導管に作用する力に対して、上記３の性能が確保される

ように配管や放出導管を建築物の構造躯体等に固定し、地震時の変位を抑制

することをいう。 
⑺ 層間変位

層間変位とは、建築物が地震を受けて変形する時、上下の階に生ずる水平

方向の相対的な変位をいう。

５ 立上り配管

⑴ 立上り配管は、地震による管軸直角方向の過大な変形を抑制し、かつ、

建築物の層間変位に追従することができるように、耐震支持を設ける。

⑵ 立上り配管は、地震時に他の建築設備や機器等と接触・衝突しないよう

に、周囲に空間を確保する。

６ 横引き配管

⑴ 管径が を超える横引き配管は、地震による管軸直角方向の過大な変

位が生じないように、適当な間隔で耐震支持を設ける。

 
 

1 
 

スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン

１ 趣旨・目的

スプリンクラー設備（消防法施行令第 条第２項第３号の２に定める特定

施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。以下同じ。）は、過去に発生した

地震における被害が他の消防用設備等と比較して多く、また、火災を自動で

感知して、放水する設備であるため、地震により適切に機能しなかった場合

に火災予防上の影響が大きいと考えられる。

このことから、本ガイドラインでは、地震時において求められるスプリン

クラー設備の耐震性能を整理し、特に被害の発生が懸念される箇所を対象に

有効な耐震措置をとりまとめた。

また、消防法施行令第 条の４に基づき、スプリンクラー設備と同等以上

の防火安全性能を有することから、一部の防火対象物においては、スプリン

クラー設備に代えて「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技

術上の基準を定める件」（平成 年消防庁告示第 号）第２第１号に規定す

るⅠ型（以下「パッケージ型自動消火設備Ⅰ型」という。）の設置が認められ

ている。このことから、本ガイドラインでは、パッケージ型自動消火設備Ⅰ

型についても、同様に耐震性能を整理し、特に被害の発生が懸念される箇所

を対象に有効な耐震措置をとりまとめた。

２ 適用範囲

本ガイドラインは、スプリンクラー設備の配管（加圧送水装置に接続する

吸水管を除く。以下同じ。）及びスプリンクラーヘッド並びにパッケージ型自

動消火設備Ⅰ型の放出導管（消火薬剤を消火薬剤貯蔵容器等から放出口へ導

く管をいう。以下同じ。）を適用範囲とする。

３ 要求する耐震性能

スプリンクラー設備及びパッケージ型自動消火設備Ⅰ型は、地震時におい

て、建築物の構造体等が健全な状態である場合に、これらの設備の機能が維

持されることを目標とし、建築基準法に基づき求められる耐震基準の考え方

を参考に、次のとおり耐震性能を求めることとする。

⑴ 建築物の存在期間中に数度遭遇することを考慮すべき稀に発生する地震動

（気象庁震度階級：震度５強程度）に対して、損傷が生ずるおそれがない

こと。

⑵ 建築物の存在期間中に１度は遭遇することを考慮すべき極めて稀に発生す

る地震動（気象庁震度階級：震度６強～７）に対して、重大な損傷が生ず

るおそれがないこと。

別添 
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４ 用語の定義

本ガイドラインで扱う用語の定義は次のとおりとする。

⑴ 立上り配管

立上り配管とは、スプリンクラー設備の配管又はパッケージ型自動消火設

備Ⅰ型の放出導管のうち、垂直に敷設するものをいう。

⑵ 横引き配管

横引き配管とは、スプリンクラー設備の配管又はパッケージ型自動消火設

備Ⅰ型の放出導管のうち、水平に敷設するものをいう。

⑶ 枝配管

枝配管とは、横引き配管のうち、巻き出し管に直接接続するものをいう。

⑷ 巻き出し管

巻き出し管とは、スプリンクラー設備の配管のうち、スプリンクラーヘッ

ドに直接接続するもの又はパッケージ型自動消火設備Ⅰ型の放出導管のう

ち、放出口に直接接続するものをいう。

⑸ 感熱部

感熱部とは、閉鎖型スプリンクラーヘッドにおけるヒュージブルリンク又

はグラスバルブの感熱体等によって構成され、火災による熱を感知する部分

をいう。

⑹ 耐震支持

耐震支持とは、地震時にスプリンクラー設備の配管及びパッケージ型自動

消火設備Ⅰ型の放出導管に作用する力に対して、上記３の性能が確保される
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することをいう。 
⑺ 層間変位
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５ 立上り配管

⑴ 立上り配管は、地震による管軸直角方向の過大な変形を抑制し、かつ、

建築物の層間変位に追従することができるように、耐震支持を設ける。

⑵ 立上り配管は、地震時に他の建築設備や機器等と接触・衝突しないよう

に、周囲に空間を確保する。

６ 横引き配管

⑴ 管径が を超える横引き配管は、地震による管軸直角方向の過大な変

位が生じないように、適当な間隔で耐震支持を設ける。
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スプリンクラー設備等の耐震措置に関するガイドライン

１ 趣旨・目的

スプリンクラー設備（消防法施行令第 条第２項第３号の２に定める特定

施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。以下同じ。）は、過去に発生した

地震における被害が他の消防用設備等と比較して多く、また、火災を自動で

感知して、放水する設備であるため、地震により適切に機能しなかった場合

に火災予防上の影響が大きいと考えられる。

このことから、本ガイドラインでは、地震時において求められるスプリン

クラー設備の耐震性能を整理し、特に被害の発生が懸念される箇所を対象に

有効な耐震措置をとりまとめた。

また、消防法施行令第 条の４に基づき、スプリンクラー設備と同等以上

の防火安全性能を有することから、一部の防火対象物においては、スプリン

クラー設備に代えて「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技

術上の基準を定める件」（平成 年消防庁告示第 号）第２第１号に規定す

るⅠ型（以下「パッケージ型自動消火設備Ⅰ型」という。）の設置が認められ

ている。このことから、本ガイドラインでは、パッケージ型自動消火設備Ⅰ

型についても、同様に耐震性能を整理し、特に被害の発生が懸念される箇所

を対象に有効な耐震措置をとりまとめた。

２ 適用範囲

本ガイドラインは、スプリンクラー設備の配管（加圧送水装置に接続する

吸水管を除く。以下同じ。）及びスプリンクラーヘッド並びにパッケージ型自

動消火設備Ⅰ型の放出導管（消火薬剤を消火薬剤貯蔵容器等から放出口へ導

く管をいう。以下同じ。）を適用範囲とする。

３ 要求する耐震性能

スプリンクラー設備及びパッケージ型自動消火設備Ⅰ型は、地震時におい

て、建築物の構造体等が健全な状態である場合に、これらの設備の機能が維

持されることを目標とし、建築基準法に基づき求められる耐震基準の考え方

を参考に、次のとおり耐震性能を求めることとする。

⑴ 建築物の存在期間中に数度遭遇することを考慮すべき稀に発生する地震動

（気象庁震度階級：震度５強程度）に対して、損傷が生ずるおそれがない

こと。

⑵ 建築物の存在期間中に１度は遭遇することを考慮すべき極めて稀に発生す

る地震動（気象庁震度階級：震度６強～７）に対して、重大な損傷が生ず

るおそれがないこと。

別添 
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⑵ 横引き配管（枝配管を除く。）の末端部には、地震による管軸直角方向の

過大な変位が生じないように耐震支持を設ける。

⑶ 長さが を超える横引き配管は、地震による管軸方向の過大な変位が

生じないように、適当な間隔で耐震支持を設ける。

⑷ 横引き配管は、地震時に他の建築設備や機器等と接触・衝突しないように、

周囲に空間を確保する。

７ 巻き出し管

⑴ フレキシブル巻き出し管は、天井下地材に固定されたスプリンクラーヘ

ッドと枝配管の地震時の揺れ方の違いによる相対変位を吸収できるよう

に、余裕のある長さのものを使用する。

⑵ ステンレス製のフレキシブル巻き出し管は、地震による過大な変位が生

じないように、適切な長さのものを使用する。

⑶ 巻き出し管は、地震時に他の建築設備や機器等と接触・衝突しないよう

に、周囲に空間を確保する。

８ その他の配管に関する留意事項

⑴ エキスパンションジョイント部を通過する配管は、建築物の間の地震時の

揺れ方の違いによる相対変位を吸収できるように、フレキシブル配管を用い

る等の措置を講じる。

⑵ 屋外から建築物内へ導入する配管は、地盤や外部支持部と建築物の間の

揺れ方の違いによる相対変位を吸収できるように、フレキシブル配管を用

いる等の措置を講じる。

⑶ 加圧送水装置、高架水槽等に接続する配管は、これらの機器と建築物の

揺れ方の違いによる相対変位を吸収できるように、フレキシブル管継手を

用いる等の措置を講じる。

９ スプリンクラーヘッド

閉鎖型スプリンクラーヘッド（コンシールド型を除く。）は、地震時にスプ

リンクラーヘッドの感熱部が天井ボードと接触・衝突しないように、感熱部を

天井ボードより下方に取り付ける。
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＜月　間　行　事＞

� 平成30年5月1日～平成30年5月31日　
⃝5月2日　　広島県消費生活課建築相談　　　　　於：広島県生活センター� 苗村住宅委員出席

⃝5月8日　　日事連青年ワーキンググループ（ＷＥＢ会議）� 村田理事出席

⃝5月10日　　住宅委員会
　　　　　　　情報・編集委員会

⃝5月11日　　賛助会員ビジネス情報交流会　　　　於：建築サロン� 16名出席

⃝5月14日　　（一社）日本建築協会中国支部総会懇親会
　　　　　　　　　於：広島アンデルセン仮店舗� 衣笠副会長出席

⃝5月15日　　管理建築士講習　　　　　　　　　　於：建築サロン� ８名出席
　　　　　　　（一社）広島電業協会総会及び（一社）日本電設工業協会中国支部事業報告会懇親会
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 車田副会長出席

⃝5月16日　　平成30年度第1回空き家活用勉強会　於：広島県庁自治会館� 高橋住宅委員長出席

⃝5月17日　　コクヨ働き方改革セミナー　　　　　於：おりづるタワー� 24名出席

⃝5月18日　　第7回日事連総務・財務委員会� 車田副会長出席
　　　　　　　広島市空家対策協議会� 大木主任出席

⃝5月21日　　（公社）日本建築家協会中国支部総会懇親会
　　　　　　　　　於：ホテルセンチュリー21広島� 河原専務理事出席

⃝5月22日　　日事連建築賞審査会
　　　　　　　技術委員会

⃝5月24日　　広島耐震診断設計（協）総会懇親会　　於：安さん幟町店� 河原専務理事出席

⃝5月25日　　廿日市市建築審査会� 河原専務理事出席
⃝5月26日　　広島市住宅相談　　　　於：牛田住宅情報スクエア「アスタ」� 立石指導委員長出席

⃝5月27日　　建築物耐震診断等評価委員会
　　　　　　　（公社）広島県建築士会総会懇親会　　於：ホテルセンチュリー21広島� 小西会長出席

⃝5月28日　　ひろしま住生活月間実行委員会　　　於：広島県庁� 大木主任出席
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⃝5月29日　　（一社）広島県建築士事務所協会　定時総会� 53名出席
　　　　　　　広島県建築士事務所政経研究会　通常総会� 26名出席
　　　　　　　（一社）広島県建築士事務所協会　賛助会員部会事業報告会� 37名出席
　　　　　　　（一社）広島県建築士事務所協会　定時総会　懇親会
　　　　　　　　　於：リーガロイヤルホテル広島� 来賓43名・正会員63名・賛助会員78名出席

⃝5月31日　　会員交流委員会
　　　　　　　第8回カープ応援交流会
　　　　　　　　　於：Mazda�Zoom-Zoom�スタジアム広島� 40名参加

＜今後の行事予定＞

⃝6月5日　　建築士定期講習　　　　於：広島商工会議所

⃝6月18日　　建築士定期講習　　　　於：福山市市民参画センター

⃝7月2日　　建築士定期講習　　　　於：みよしまちづくりセンター

⃝7月10日　　三役会・理事会

⃝7月18日　　建築士定期講習　　　　於：建築サロン

⃝7月24日　　管理建築士講習

⃝7月27日　　第9回建築士事務所とつくるこだわりの建築展

⃝8月20日　　建築士定期講習　　　　於：三原シティホテル

⃝8月23日　　建築士定期講習　　　　於：広島商工会議所
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日　　時　平成30年４月６日（金）
セミナー　16時から18時　　　　　　交流会　　19時から21時
主　　催　（一社）広島県建築士事務所協会、（一社）広島県設備設計事務所協会
　　　　　（公社）日本建築積算協会中国四国支部、広島欠陥住宅研究会

春雨の残る４月６日に春の異業種交流会が開催されました。当日は交流会に先立ち、広島商工会議
所でセミナーを開催しました。エスケー化研の都田香氏が「色彩セミナー～環境色彩＆最新ＣＭＦの
紹介～」、板根富規法律事務所の青木貴央弁護士が「欠陥住宅にならないために」をテーマに事例など
を中心に受講者にわかりやすく説明されました。
その中で都田香氏は福岡市のカラーガイドラインを参考に、「これからの観光地には風土に根付いた
仕上げ色彩、素材が求められる。忘れない印象に残る景観を作ることが大切です。」と述べ、青木弁護
士は「施主との契約の趣旨・目的に沿った業務を行うこと。建築の専門家として丁寧な説明を心がけ
てほしい。」と力説されました。
続いて会場をおりづるタワー12階に移しての交流会が始まりました。建築士事務所協会の熊野青年
部会長と設備設計事務所協会の丸山さんが司会進行を務め、じゃんけん大会などのレクリエーション
を行い、会場からは終始笑いが起こり、参加者は和やかな雰囲気のもと、交流・歓談を楽しみました。
この度参加いただいた方からの感想をご紹介します。
司会を務めてくれた遠藤照明の丸山さん：「司会を務めさせて頂きまして、皆様に楽しい一時をお届
けできていれば幸いです。最初は少し不安がありましたが、とても良い雰囲気の中で親睦を深めるこ
とが出来ました。また、このような機会がありましたら、是非参加させて頂き、お役にたつことが出
来ればと思っております。」
建築積算協会の渡邉さん（積女ＡＳＳＥＬメンバ―）：「交流の機会をいただき、普段聞くことので

きないその業界ならではの話しや一緒にこんな取組みをしてみようと提案しあったり、あっと言う間
の時間でしたが吸収するものは大きかったです。とても貴重な時間を過ごすことができ、是非次回も
参加させていただきたいと思います。」
協賛企業のティーエス・ハマモトの佐藤さん：「２名での参加で弊社のアピールはもとより装飾ガラ
ス商品紹介が存分にできました。特に装飾ガラスには皆さんの反応が新鮮でありがたく、異業種とは
いえ関連の業種の方々といろいろな意見交換ができとても有意義な会でした。また、多くの方々と名
刺交換もでき今後につなげていきたいと思います。」と皆さん、交流会を満喫されておられました。
交流会に参加した小西会長からは、今回の交流会について「普段接点が少ない他の団体の人々との
つながりがつくれるいい機会だと思う。若い世代の参加が多く、将来の建築業界のためにも今後とも
交流が継続することを望む」とのコメントがありました。
この度の交流会を開催するにあたり、各団体でお世話いただいた皆様、協賛企業の皆様には大変お
世話になりました。書面を借りて厚く御礼申し上げます。

春の異業種交流会を終えて

情報・編集委員会青年部会
志茂　大輔

エスケー化研㈱、遠藤照明㈱、㈱コンステック、大光電機㈱
ティーエス・ハマモト㈱、パナソニック㈱、㈱松岡製作所

協賛企業の皆様
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色彩セミナーの様子 おりづるタワー展望台の様子 異業種交流会の様子

協賛企業の皆様と司会の方々

笑顔で集合写真、またお会いしましょう！
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　（一社）広島県建築士事務所協会ゴルフコンペ　第192回が平成30年４月21日（土）に千代田ＯＭＧ
ゴルフ倶楽部で開催され、今回は29名の方にご参加いただきました。
　成績表は次のとおりです。�当日は雲一つない晴天のもとでのプレーとなり、今回はYKK�AP㈱の岩
崎康成さんが優勝されました。誠におめでとうございます。また、ご参加いただいた皆様、夏日とな
る中でのプレーお疲れ様でした。
　次回も多くの方々に、ご参加いただければと思います。初参加の方も大歓迎です。

ゴルフ部会長：衣笠　准一

ネット
順位 氏　名 所　属 NET

1 岩 崎 康 成 Ｙ Ｋ Ｋ 　 Ａ Ｐ ㈱ 71.6�
2 田 中 徳 明 大 和 リ ー ス ㈱ 72.8�
3 松 田 卓 穂 オ リ ッ ク ス グ ル ー プ 73.2�
4 守 下 　 裕 ㈱ ストーンオフィス・モリシタ 73.4�
5 中 藤 秀 夫 光 和 物 産 ㈱ 73.6�
6 衣 笠 准 一 ㈱ 近 代 設 計 コ ン サ ル タント 73.6�
7 馬 場 一 好 ㈱ ダ イ キ ア ク シ ス 73.8�
8 垂 井 俊 郎 ＣＡＦ垂井俊郎建築設計事務所 74.2�
9 奥 山 　 光 日 本 ド ア ー チ ェ ック 製 造 ㈱ 74.8�
10 鈴 木 康 司 三 谷 セ キ サ ン ㈱ 75.0�
11 森 田 宗 平 大 和 リ ー ス ㈱ 75.0�
12 濱 本 俊 樹 ㈱ テ ィ ー エ ス ・ ハ マ モ ト 75.6�
13 中 崎 隆 之 美 和 ロ ッ ク ㈱ 75.6�
14 車 田 　 聡 ㈱ 車 田 建 築 設 計 事 務 所 76.2�
15 杉 本 宝 祥 三 協 立 山 ㈱ 76.4�
16 垣 原 義 尚 光 和 物 産 ㈱ 76.6�
17 村 田 智 範 ㈱ 広 島 三 友 77.4�
18 折 出 和 之 折 出 産 業 ㈱ 77.6�
19 梅 田 一 成 梅 田 ㈱ 77.8�
20 御 厨 三 鶴 ㈲ キ ョ ウ ヤ マ 78.0�
21 藤 井 健 太 ㈱ ア マ ノ 広 島 支 店 78.4�
22 山 下 忠 明 ㈱ 日 立ビルシステム中 国 支 社 79.4�
23 河 原 直 己 （一社）広島県建築士事務所協会 80.0�
24 永 易 　 尚 三 和 シ ヤ ッ タ ー 工 業 ㈱ 80.0�
25 松　岡　幹太郎 ㈱ 松 岡 製 作 所 84.0�
26 豊 田 隆 雄 ㈱ Ｋ 構 造 研 究 所 81.0�
27 中 岡 良 次 ㈱ 中 岡 総 合 電 設 81.4�
28 倉 田 洋 二 ㈲ 山 谷 建 築 設 計 事 務 所 84.0�
29 池 田 潤 平 ㈱ 東 建 ジ オ テック 広 島 支 店 86.0�

成　績　表
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（一社）広島県建築士事務所協会
ゴルフコンペ　第１92回
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後援  国土交通省

主催  (公社)日本建築積算協会 中国四国支部

協賛  (一社)島根県建築士会、(一社)島根県建築士事務所協会、(一社)島根県建設業協会

   (公社)広島県建築士会、(一社)広島県建築士事務所協会、(一社)広島県建設工業協会

  (公社)愛媛県建築士会、(一社)愛媛県建築士事務所協会、(一社)愛媛県建設業協会

記

開催地・開催日・会場・時間（定員に達し次第締切りいたします）

開催地 開 催 日 会   場 定 員

松江
平成 30 年７月６日（金）

１３：００～１７：００

松江テルサ（中会議室）

島根県松江市朝日町 478-18

℡ 0852-31-5550

４０

人

広島
平成 30 年７月２０日（金）

１３：００～１７：００

ＲＣＣ文化センター（601 号室）

広島市中区橋本町 5-11

℡ 082-222-2277

４０

人

松山
平成 30 年８月２４日（金）

１３：００～１７：００

松山市総合ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ(第 1･2 会議室)

愛媛県松山市湊町 7 丁目 5 番地

℡ 089-921-8222

３０

人

■プログラム

主 な 内 容

見積の関わり、概算を行うにあたり、見積のﾐﾆ知識(おさらい)、

概算の事前作業(方法を具体的にｲﾒｰｼﾞ化)、概算作業(情報に合った作業)

講   師  (公社)日本建築積算協会中国四国支部 副支部長 八道 憲一(鹿島建設㈱中国支店)

テキスト  本講習会では講師作成テキストを使用します（受講料に含む）

申込方法  申込書をＦＡＸでお送りください

受講料は郵便振替でご送金ください。受講日の 3 日前までにお振込ください

建築従事者 ＆ 建築技術者のための

「自分でもできるか？概算」のご案内

各種 CPD：4 単位

積算ﾚﾍﾞﾙ

★★★

見積は、建築物の企画、設計、施工の生産過程および維持管理・修繕・改修・解体に至るまでの川上

から川下まで様々なシーンで必要となります。また、特に建築プロジェクトが成功するか否かは、事業

企画から建物を施工する間でより川上での正確な費用予測が決め手となっています。

しかし、各段階で提示される『見積に必要な情報量』は千差万別であり、ましてや川上であればあるほ

ど、より少ない情報で見積を行わなければなりません。だから概算見積となるのですが、概算とはいえ、

対象となる範囲は必要な要求のすべてを包括したものであることが大切です。色々な手法を駆使して行

うしかなく、決まった『やり方』は存在しません。そうした中で与えられた情報に合った考え方や進め

方について経験をもとにご説明いたします。

あらゆる面への対応の仕方を交えて行えるよう組立てた独自のテキストにより、具体例を用いて概算

方法をご紹介します。発注者であれ、設計者であれ、むろん請負者など、いかなる立場であれ必要とな

る作業です。基本的なことを理解され、皆様の概算がより信頼性を向上させるきっかけとなりますよう

ご案内申し上げます。
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受講番号を記してご返送いたしますので当日ご持参ください

申 込 先 （公社）日本建築積算協会 中国四国支部

〒730-0013 広島市中区八丁堀 3-12 砂原ビル 301

TEL０８２－２２１－９７５９  FAX０８２－２２１－９７９４

受 講 料 ※協会発行の参考書籍をご購入の方は下記申込用紙でお申込みできます (税込)

送 金 先 （公社）日本建築積算協会 中国四国支部

ゆうちょ銀行 振替貯金（振替口座）口座番号０１３００－７－５５４９４

そ の 他・欠席の場合、当日配布テキストはお送りしますが受講料の返金はいたしかねます

    ・参加人数が少ない場合は中止することもありますので、予めご了承ください

FAX 082-221-9794                    平成 30年 月 日 受講申込書

「自分でもできるか？概算」講習会

□松江会場 □広島会場 □松山会場 （希望会場に☑をお願いいたします）

※受講申込書に受講番号を記載してご返送いたします。  （会場案内図：  要   不要 ）

※参考書籍を購入される方は、受講料と書籍代の合計金額をお振込みください。

参考書籍は講習当日にお渡しいたします。

●メールによる協会からのお知らせを今後希望しない方は☑をお願いします → □

区   分 受講料（テキスト代込み）

積 算 協 会 会 員 ５，０００円

建築積算士、協賛団体会員、官公庁 ８，０００円

一    般 １１，０００円

氏  名（フリガナ） 該当する所属の登録番号を記入 受講料(ﾃｷｽﾄ代込) ※受講番号

(          ) □積算協会会員(No.      ）

□後援・協賛団体会員

□建築積算士(No.          )

□官公庁      □一般

円

勤 務 先 名
積算経

験年数
年

勤 務 先 住 所

〒 TEL （   ）    －

FAX （     ）   －

E-mail

*受講票送付先

(上記以外の場合)

〒 TEL         FAX

E-mail

参 考 書

籍 の ご

案 内

『建築プロジェクトにおけるコ

ストマネジメントと概算』

積算協会のＰＣＭシリーズⅥ

(公社)日本建築積算協会 著作編集・発行

【 書 籍 代 区 分 】 【書籍代】

    

円

積算協会会員      3,390円

建築積算士・協賛団体会員・官公庁：3,600円

一般             3,910円
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日事連・建築士事務所賠償責任保険

17
意匠性に関するトラブル

指定されていたものとは違う壁紙を施工してしまった。

床材が建築主のイメージしていた色合いと違っていた。

マンションのベランダ手すりの意匠が、建築主の希望していたものとは異なっていた。

トイレの方角が悪いので、位置を直せと言われている。

ガレージ入口の高さが足らず、指定された車両が入らない。

エアコン用スリーブの位置を間違えてしまい、通常のエアコンが設置できなくなってしまった。

補償の対象とならなかった事例

17

以下は、相談があったものの、補償の対象とならなかった事例です。

☛ 補償の対象とならなかった理由
建築物の滅失・破損には当たらないため、補償の対象とはならなかった。

性能に関するトラブル

男性用トイレは、自動洗浄式を指定されていたにもかかわらず、ボタン式を設置してしまった。

照明はLEDを指定されていたことを見落してしまった。

ツララ防止ヒーターを設置すべきであったのに見落してしまった。

Low-Eガラスを指定されていたが、指示ミスで違うものを設置してしまった。

病院に設置するエレベータのサイズを間違えてしまい、移動式ベッドが入らない。

近隣から室外機の音がうるさいと苦情が出て、防音壁を設置することになった。

☛ 補償の対象とならなかった理由
建築物の滅失・破損には当たらない。また設備の機能損害にも当たらないので、補償の対象とはなら

なかった。
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日事連・建築士事務所賠償責任保険

工期遅延や追加費用に関するトラブル

設計担当者が入院してしまい工期が遅れたため、予定していた建築確認が下りず賠償問題になった。

養鶏場の設計で工期が延び、建築主は既にひよこを購入していたため賠償問題になった。

積算の見落しが発覚し、追加費用が掛かってしまう。

設計変更があり建築確認を出し直すことになったが、工事が中断するため費用を負担しろと言われている。

元請事務所指定の工作物を失念し設計した結果、追加費用が発生し、責任問題になっている。

18

☛ 補償の対象とならなかった理由
建築物の滅失・破損には当たらない。また追加費用や再発防止のための改善・改良費用、機器品質の

グレードアップ分の費用も認められない。

建賠保険補償範囲外に関するトラブル

建築士事務所開設者自身が設計し、所有する自宅のリビング天井の桟が大きくたわんでしまった。

土間床、配管ピットが沈下。調べてみたら保険加入の２年前の設計であった。

☛ 補償の対象外とならなかった理由
保険契約者や被保険者自身が設計し、所有するものに発生した損害に関しては、賠償関係が成立し

ない。また保険加入以前１年間より前の設計業務は保険期間外となり、補償の対象とはならない。
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法律に関するトラブル 

困ってませんか？  
 

あなたの事務所のリスク管理を協会が支援します！ 
 

 
 

 

建築設計・監理業務の法律関係のことでお困りの方、当協会の委託法律事務所が

無料で相談に応じます。 
 
※ 協会正会員に限ります。 

※ 委託法律事務所 ： 弁護士法人広島みらい法律事務所 

※ 相談に限り無料です。解決に向けて事件の受任を依頼する場合などは有料です。 

※ 委託法律事務所と利害関係のある案件を除きます。 
 

弁護士と面談までの手順～手続き簡単～ 

ステップ 1 ≪事務所協会で受付≫ 

① 広島県建築士事務所協会へ電話してください。 

② 事務所名、担当者名をお聞きします。 

※相談の内容については、事務所協会ではお聞きしません。 

まずは電話 082-221-0600 広島県建築士事務所協会まで 

 

ステップ 2 ≪法律事務所と電話でアポイント≫ 

あなたから委託法律事務所へ直接、電話していただきます。 

① 相談したい内容をお話しの上、面談の日時と場所を決めます。 

② 面談場所は、委託法律事務所内（広島市、大竹市、尾道市）です。 
 

ステップ 3 ≪弁護士と面談≫ 

① 委託法律事務所内において、弁護士と相談をしてください。 

※相談内容の詳細については法律事務所限りとし、事務所協会への報告は必要あ 

りません。 

建築士事務所のための法律相談窓口 
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第153回

　まず初めに、私の経歴を簡単に述べさせていただきます。私
は、昭和27年に県立庄原実業高等学校農業科卒業後、木造建築の
大工棟梁を務めていた父に弟子入りしました。当時は私のほかに
弟子が６名ほど在籍しており、その後８年間、兄弟子に教わりな
がら大工仕事に精進していました。
　しかし、これからは「建築設計」の仕事がしたいとの思いか
ら、設計の見習いとして、三次市の設計事務所、広島市の鉄工建

設会社、広島市の構造設計事務所にそれぞれ２年間、そして、地元庄原市の鉄工建設会社で5年間の
経験を下に、昭和46年３月15日に（有）山谷建築設計事務所を設立しました。以降、皆様からご指導
ご鞭撻をいただきながら、現在に至っています。
　ここからが本題です、お酒と名のつくもの幾多とありますが、私が先ず思い浮かべるのは日本酒で
す。数多くの銘柄がありますが、中でも「純米酒」は純粋に日本酒の味が楽しめるため、ついお酒が
進んでしまいます。
　その他、いろいろな種類のお酒がありますが、基本的に「いける口」のため、エチルアルコールで
もメチルアルコールでも・・・いや、メチルはだめですね・・・どんな種類でも分け隔てなく毎日、
楽しく晩酌でいただいています。
　最後になりますが、二日酔い対策の秘訣として、呑む前後にコップ一杯のお水、又はお味噌汁など
を飲んでおくと翌日まで残らない事を今までの経験で感じています。
　お店からの帰りには、「一杯のお水」を習慣にして、翌日も頑張りま
しょう・・・呑み過ぎにはくれぐれもご注意を。

　追記：�今年は戌年、私も７回目の年男を迎えています。今後も健康に留
意し、事務所協会員として恥ずかしくないよう、生涯勉強をモッ
トーに自己研鑽に励んで参ります。

（有）山谷建築設計事務所
山谷　俊香　

座右の銘：誠を建てしこの道は
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会員の皆様、「私とお酒」の投稿を随時募集しております。
　協会（電話（082）221－0600）までお問い合わせください。
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 正会員
事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

福本建築設計
〒730-0017
広島市中区八丁堀
4-16-302

福本　努 福本　努

（082）    
554-1260
ＦＡＸ
（082）    
554-1262

事�務�所�名 所　在　地 開　設　者 管理建築士 ＴＥＬ

㈱坂田工務店一級建築士事務所
紹介者：㈱アトリエ・ユー・ディー
　　　　山野　正晴

〒739-1101
安芸高田市甲田町
高田原1447-4

髙原　良彦 髙原　良彦

（0826）  
45-2218
ＦＡＸ
（0826）  
45-2686

弊社は安芸高田市、東広島市を拠点に社寺の建築等と、土地の風土に
寄り添った自然素材の住み良い家造りに、社員大工と共に取り組んで
おります。設計から施工まで全て自社で行っております。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

 賛助会員
会社名・代表者名 所　在　地 ＴＥＬ 営�業�品�目

㈱ニシキンテック
紹介者：㈱近代設計コンサルタント
　　　　衣笠　准一

〒739-1754
広島市安佐北区
小河原町104-1

（082）    
844-0301

ビル建材（アルミ製手すり・
隔て板・可動ルーバー面格子
他）、空調設備（輻射式冷暖
房装置エコウィン、エコウィ
ンハイブリッド）の販売

ＦＡＸ
（082）    
844-0306

弊社は広島に本社を置く【アルミ製手すりメーカー】として、製造・販売を行っています。
高層案件、新築・改修工事はもちろん、隔て板・可動ルーバー面格子など金属工事の幅広い
ニーズにお応え致します。また空調設備において、輻射（フクシャ）式冷暖房装置ecowin・
ecowinHYBRIDを販売しております。
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編　集　後　記

平年の梅雨入りは６月７日、この会報誌が届くころにはもしかすると梅雨に入っているかもしれま
せん。このじめじめとした空気を吹き飛ばす我らがカープの快進撃が続いているに違いありません。
我が家ではお風呂のカビが悩みのたねでしたが、カビ取り剤でカビ退治をした後、新たにお風呂の
燻煙材を焚くと、銀イオンの力でカビの発生がかなり抑えられています。なかなか効くものだなと感
心しきりです。
さて、私ごとになりますが、十数年の間お世話になってまいりましたこの情報・編集委員会から、
この号をもちまして退任させて頂くことになりました。読者の皆様にはご愛読頂き大変ありがとうご
ざいました。又、一緒に活動して下さいました委員並びに事務局の方々にも大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。
何卒今後も会報誌をよろしくお願い申し上げます。

� 戸梶　好喜　 　　

（正会員）
　1．代表者変更
　　○西部建設㈱一級建築士事務所
　　　新：代表取締役　森岡　修� � � 　旧：代表取締役　森田　博行
　　○㈱アトリエ・ユー・ディー
　　　新：代表取締役　山野　正晴� � � 　旧：代表取締役　山根　敏之

　1．事務所名称・開設者区分の変更
　　○吉野泰弘設計事務所
　　　新：吉野泰弘設計事務所� � � 　旧：㈱吉野泰弘設計事務所
　　　新：吉野　泰弘�� � � � 　旧：㈱吉野泰弘設計事務所
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一般社団法人　広島県建築士事務所協会
情報・編集委員会

発行所　一般社団法人 広島県建築士事務所協会
　　　　〒730-0013 広島市中区八丁堀5番23号
　　　　　　　　　 ＴＥＬ（082）221－0600
　　　　　　　　　 ＦＡＸ（082）221－8400
　　　　ホームページアドレス　https://h-aaa.jp/
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